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(論文内容の要 旨)

本論文 は、清仏戦争 に至るまでの、ベ トナムをめぐる中国 とフランスの関係 を再検

討す ることで、東 アジアの国際関係 の変化 を新 しい視点で描 き出す ものである。

19世 紀後半、いわゆる 「属 国」をめ ぐり、清 と西洋列強 ・日本 とのあいだで様 々な

問題が生 じる。その一つ に、清 とフランスがベ トナムをめ ぐって争 った 「越南問題」

がある。 この 「越南問題」 を引き金 として起 きた清仏戦争 は、清仏両国の政界 を動揺

させ ただけでな く、東 アジァとヨー ロッパの国際関係 に少 なか らぬ影響 を及 ぼした。

また、清仏戦争は、清 と欧米 とが 「属国」 をめぐって戦火 を交えるに至った唯一の事

例であ り、 「東洋」と「西洋」の国際秩序の関係性 を考 える上で、重要なテーマ とな る。

清仏戦争の原因について、 これまでの研究 は以下の三つにま とめ られ る。

① 清 が宗主権 を持っ 「属国」ベ トナムをフランスが植民地化 したため衝突 した。

② 清 とその 「属国」の関係 は西洋の国際体系に合致 しないため、 フランスは清越

関係 に留意せず にベ トナムを植民地化 し、軍事衝 突に至った。

③ 清 は 「属国」に対 してほ とん ど不介入 であったが、西洋列強の東漸や 日本 の勃

興 に対抗 して 「属国」へ の介入 を強め、ベ トナムや朝鮮で軍事衝突 に至った。

近年 の研究では、③の論調が強 くな りつつあるが、いずれにせ よ伝統 中国と西洋近代

との対立、前者か ら後者へ とい う流れで説明 しようとす るア ・プ リオ リな傾 向が存在

す る。 しか し実際には、 こうした図式 に当てはまらない事例 も存在す る。それが1860

年代末か ら続いていた清の越南遠征(以 下、越南遠征)で あ り、それ はフランスの眼

前にあった清越関係が単に名 目的 と捉 えられるものではなかったことを示唆している。

本論文は越南遠征 に注 目し、この事実が清仏 関係 にいかなる影響 を与えたかを検討 し、

清仏戦争 の意味 を再考す る。

第一章 「フランス対清朝サイゴン条約通告 と越南遠征」では1874年 に締結 された第

二次サイゴン条約 を翌年 にフランスが清 の総理衙 門に通告 した一件 を扱 う。当時は清

軍によるベ トナム領 内での匪賊討伐が常態化 していた。当時のフランス駐清公使館は、

総理衙門の回答 に手 を加 え、清軍が撤兵 を応諾 したよ うに内容 を改変 した。その後、

清軍が現実 に撤兵 した ことか ら、フランスは清越 関係 を 「儀礼 的」なもの と位置付け、

清越関係 の存続 を許容す る姿勢 を取 った。 このことは、 フランス にとって、越 南遠征

が 自国 によるベ トナムの保護国化 とい うと両立 しない清の宗主権 を示す ものであ り、

また清越 関係 がいわゆる 「朝貢」や 「冊封」 に止 まるものであれ ば、名 目的なもの と

位置付 けて黙認す ることもで きたことを示 している。
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第二章 「清仏戦争前、 フランスの清越関係観 に関す る一考察」では、フランス外務

省の未公刊文書 を中心に、フランス内で一貫 して存在 していた清越関係 をフランスが

自己の権利 として確保 しようとしていた 「保護」 に見立て、その打破 を主張す る言説

を取 りあげた。 もし清越 関係が西洋 の 「保護」 に相当す ると見なす ことができれば、

フランスが 目指すベ トナムの保護国化 と両立す ることは困難 とな り、清越関係 を排除

す る必要が生 じる。フランス側 のこのような認識 の背景 にあったのは、清の越南遠征

である。ゆえに、フランスは清 の越南遠征 を止め させ る必要があ り、その結果、武力

行使 に出たのである。

第三章 「同治 ・光緒越 南遠征考:「 自行辮理/自 羽辛」言説 について」では、1860年 代

末以来の清朝軍 による越南遠征 について、清越双方の言説 を分析す る。華人匪賊 の侵

入 を抑 えきれ なかったベ トナムは清 にその鎮圧 を要請 した。清 はベ トナムが 「属 国」

であるがゆえに派兵 したのではな く、ベ トナムに侵入 した華人土匪が清 の治安 を脅か

すがゆえに派兵 した。 しか し、両者 とも越 南遠征 に対 して終始複雑 な心境 を抱 え続 け

ている。すなわち、ベ トナム側 は清軍 に頼 らずに華人匪賊の処理 を行お うと試み続 け、

清軍 に撤兵 を求める一幕 もあった。他方、清側 も、たびたびベ トナムへの不介入方針

を打 ち出 しながら、それ によ り匪賊 が勢力 を盛 り返 したことで、結局 は出兵 を繰 り返

す。 こうした状況 は、越南遠征 が歴史的な中越関係史か らみ ると例外的なものであっ

たことを示唆 してい る。

第四章 「清仏戦争前 における清朝対仏政策 の転換過程」では、西洋的な 「保護」の

概念 によって 「属 国」 を理解す るようになるなかで、清は 「属 国」への介入 を強め、

西洋諸国への対抗 を模索 してい くが、以前か ら続 いていた越南遠征 に大 きな影響 を受

けた ことを示 した。清 の当局者 は越南遠征 を西洋 の宗主権や保護権 を自らが主張す る

ことが可能な材料 と捉 え、 さらに越南遠征が長期 にわたって行われてきたことか ら、

フランスの撤兵要求に応 じることを渋った。清仏戦争 にいたる清仏関係 は、歴史的 に

みれ ばきわめて例外的な清越 間の状況 をめぐって展開したのである。

第一章 から第四章までの所論 を総合すれば、民 間武装集 団のベ トナム蟷鋸 が清 の越

南遠征 を招 き、清仏戦争 につながっていったと言 うことができる。19世 紀 の中国では

民間の集 団武装が進んだことで(社 会の軍事化)、 政治 ・社会 ・軍事に大きな変容 がも

たらされ た。 それ ばか りか、多 くの研究が明 らかにしているよ うに、華人匪賊は国境

を越 えて拡散 し、イ ン ドシナ半 島の各地 に甚大な影響 を及 ぼしていた。越 南遠征 は、

東アジア全体 の大 きな変動 の一 コマでもあ り、それが世界規模 で影響 を与 えた清仏戦

争へ とつ ながっていったのである。

第五章 「清仏戦時中国の主戦派」 では、清仏戦争の勃発 に大 きな影響 を与えた 「清

議」 について論 じる。 「清議」は、 旧来の華夷観念や中華的世界観 か ら、 「属国」 との

関係 を重視 した とされ る。 しかし、1880年 代 の 「清議」は、 けっして伝統的な宗属関

係への執着か ら対仏強硬論 を展 開したわけではない。 「清議」は1870年 代の内外 の情
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勢に対す る危機感か ら生まれた過激な言論であ り、その根抵 には西洋的な国際観があっ

た。む しろ開明的 ・現実的 とされ る李鴻章のほ うが、旧来 の形式的宗属 関係 にこだわ

るとい う、逆転 した状況 さえ見 られた。

第六章 「清仏戦争への道程」は、1884年 の李 ・フル ニエ協定 と、その後の清仏開戦

にいたる背景 として、領 土問題 をめ ぐる清仏 間の理解 のずれ を検討す る。 この過程で

大 きな役割 を演 じたのが 「清議」であった。 「清議」は 「属国」への介入、 あるいは併

合 を強 く主張 した。 「清議」はベ トナムへの介入 に消極 的だった李鴻章 を開戦へ と押 し

やった。

第七章 「清英 「ビルマ ・チベ ッ ト協定(一 八八六年)の 性質」では、 「属国の喪失」

とい う言説の定着 を扱 う。ベ トナムをめ ぐる清 とフランスの関係 に見 られたの と同様

に、 ビルマ をめぐる清 とイギ リスの関係 でも、や は り清は宗属 関係 にこだわった。 ビ

ルマ ・チベ ッ ト協定によ り、清 は名 目上 ビルマ を 「属 国」 としてつなぎとめることに

成功 したが、協定締結直後か ら清は ビルマ を失ったとい う言説 が広 がった。中国近代

史において著名な 「属国の喪失」とい う歴史叙述 は、歴史的事実 とい うよ り、 「危機感」

と 「屈辱感」を喚起す ることで現状の打開に結びつける言説 として、19世 紀末の清朝

中国の知識人 によって積極的 に創 り出されたディスクール であった。
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(論文審査の結果 の要旨)

中国はいつ どのよ うにして近代的な国際関係 に包摂 されたのか、あるいは 自らをそ

こに組み込んでいったのか。従来、朝貢体制 から条約体制へ とい う図式 で理解 されて

いた この問題 は、朝貢体制 とい う概念そのものの妥当性が問い直 され るなかで、多 く

の論者の関心 を集 めてい る。本論文 の主要なテーマである 「属 国」 について言 えば、

中国が 「属国」 に干渉す るのは、宗属関係か ら考 えて当然 のことであると考え られて

きた。 しかし、近年の研究 は、清が 「属国」 に対 してほ とん ど介入 しなかったことを

明らかにしている。1880年 代、清 は西洋列強の侵略や 日本 の勃興 に対抗するために、

西洋的な国際観 を摂取 し、 自らの改編 を試みた(「中華帝国の再編」)。清 が、それまで

多分 に名義的であった 「属国」 との関係 を実質化 しよ うとした結果、西洋列強や 日本

との緊張が高ま り、軍事的衝突 を引き起 こす ことになる。1884年 の清仏戦争は、 こう

した衝突 の最初の事例 である。本論文は、最新の研究動向を踏 まえ、清仏戦争 に至 る

までの、ベ トナムをめ ぐる中国 とフランスの関係 を再検討す ることで、東アジアの国

際関係の変化 を新 しい視点で描 き出す試みである。

第一章 「フランス対清朝サイゴン条約通告 と越南遠征」は、清の越南遠征 が清仏関

係においてもつ意義 を明 らかにす る。1874年 、第二次サイ ゴン条約でフランスはベ ト

ナムを事実上保護 国化 した。フランスは清 に同条約の承認を求めるが、その際 フラン

スの駐清代理公使 が、ベ トナムは 「中国の属 国である」とい う清側 の回答 を、 「中国の

属国であった」 と故意 に誤訳す ることで、両国の衝突 が回避 された と言われてきた。

従来 の研究では見過 ごされて きたが、実際 には当時、清の軍隊が トンキンに派遣 され

てお り、 この事実が清仏関係 に少なからぬ困難 を突 きつ けていた。論者 によれば、 フ

ランスが清 に条約 の承認 を求めたのは、越南遠征 を止 めさせ るためであった。お りよ

く清が匪賊鎮圧 とい う目的を達 して 自主的に撤兵 したため、 「宗主権」を問題 にしない

ですむ状況 にな り、衝突は回避 された。 しか し、フランスは清 がサイ ゴン条約 を承認

していない ことを知ってお り、清が再度遠征すれ ば いつでも衝突が起 こりうる状況

にあった。

第二章 「清仏戦争前、 フランスの清越関係観 に関す る一考察」 は、第二次サイ ゴン

条約か ら清仏戦争 までの時期 を取 り上げ、清越関係、 とくに清 の越南遠征 に象徴 され

る 「宗主権」 の問題 をフランスがどのように認識 し、それが清仏関係 にいかなる影響

を与 えたかを論 じる。1878年 、清が李揚才 を討伐すべ くトンキンに軍隊を派遣 したこ

とで、 「宗主権」を取 り上 げないで済む状況が破 られ、フランス議会は越南遠征軍の派

遣 を決定す る。李鴻章 と駐清公使ブー レの交渉で、清仏が トンキンの保護権 を分割す

るとい う覚書 が作成 され る。事実上、清 の保護権 を認めた この覚書を、コーチシナ当

局 も本国政府 も拒否す る。従来考 えられ ていたように、 中国をとりま く伝統的な国際

関係が西洋的基準に適合す ると見な され ることで、西洋の進出が抑制 され るのではな

い。ベ トナムの場合、清の宗主権が西洋的基準 に見な され たことが、西洋の進 出を加
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速 させたのである。

第三章 「同治 ・光緒越南遠征考:「 自行緋理/自 辮」言説について」は、清越両国に

とって越南遠征 が何 を意味 したのかを明 らかにす る。清がベ トナムの要請 にも とづ き

出兵 したのは、 「属国」への軍事介入が宗主国の責務であると考えてのことではなかっ

た。19世 紀 に入 ると、中国では全国的に反乱が相次 ぎ、 「社会の軍事化」といわれ る様

相 を呈す る。ベ トナムにおける華人 の反乱 もその一環 で、清は反乱が自国に波及す る

のを恐れ て出兵 した。清はベ トナムへの関与を極力避 けよ うとしたが、華人匪賊 の狙

薇によ り越南遠征 を続 けざるをえなかった。越南遠征 とは、清越関係史において、例

外的な事件であった。 しか し、結果的 には、 この特殊 な関係が敷術 され、清仏関係 を

規定 してい くことになる、 と論者は主張す る。

第四章 「清仏戦争前 における清朝対仏政策 の転換過程」は、清の越南遠征 に対す る

位置づ けの変化 をたどる。最近 の研究 によれ ば、1880年 代 に清が 「属国」政策 を転換

した結果、清仏戦争が起 きたとされ る。 しかし清の越南遠征 は1869年 以来、断続的に

お こなわれてきた。前章で見たように、それは必ず しも宗属関係 によるものではなかっ

たが、ベ トナムをめぐる清仏の対立が高まるなかで、清は越南遠征 を 「属国」の保護

権行使 によるもの と位置づ ける。つま り、清 は名 目的にすぎなかった宗属関係 を実質

的な保護 関係 に意 図的に転化 したのである。か くて清仏は ともにベ トナムの保護権 を

主張 し、両者 の対立は解消不能 となった。論者 によれ ば この時期、清 が属 国に出兵

していた事例 はベ トナム以外 にはない。琉球や ビルマでな く、ベ トナムで戦争が起 き

たのも、まさに実質的な保護権 を主張できる事実 が存在 したがゆえであった。

第五章 「清仏戦時中国の主戦派」は、1870年 代後半以降、 中堅若手の官僚 が唱 えた

対外強硬論 を取 り上げる。 「清議」は伝統観念 に基づ く保守的な懐夷論 とみなされ るこ

とが多い。 しかし実際には、 「清議」を唱えた者たちは決 して伝統的な宗属関係 を前提

とせず、西洋的な国際関係 を踏 まえた上 で、強硬 な議論 を展開 した。 こ うした 「清議」

の存在が、ベ トナム介入 に消極的な李鴻章 を動か し、清仏 開戦 を導 くことになる。

第六章 「清仏戦争への道程」は、1884年5月 の李 ・フルニエ協定 を再検討 し、清仏

戦争が勃発 した原 因を明らか にす る。同協定は、中国は駐留軍 を 「国境上」に引き上

げると規定 してお り、撤兵 に応 じなかった李鴻章 の責任が問われてきた。 しかし論者

によれば、清 は トンキン残留 に含みを持 たす ため、わ ざわ ざ原案 にない 「国境上」 に

とい う言葉 を挿入 させ たのであ り、フランスはそれ を知 りつつ、協定 にはない 「清越

国境線 を越 えて」 とい う言葉 を用いて撤兵の要求 をしたのである。

第七章 「清英 「ビルマ ・チベ ッ ト協定(一 八八六年)」 の性質」は、 ビルマをめ ぐる

清英間の協定交渉 が、ベ トナムをめ ぐる清仏 間の天津条約交渉 と同 じよ うに、双方 に

都合 のよい形 で条文が作成 され たことを論ず る。すなわち、清 とビルマの関係は英語

版では対等、中国語版 では宗属 関係 と解釈できた。清 は名 目上 ビルマ を 「属 国」 とし

てつなぎとめることに成功 したのだが、協定締結直後 から清は ビルマ を失った とい う
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言説が広 がった。もはや 「属国」 とい う存在 はその意義 を失ったのである。

中国語 とフランス語 の文献 を駆使 して書かれた郡循正『中法越南関係始末』(国 立清

華大学、1935年)以 来、清仏戦争 に関す る研究 は数多 くな されてきた。論者 が利用 し

た史料は決 して 目新 しい ものではない。 しか し東西の史料 を丹念 に読み込み、比較対

照す ることで、清 の越南遠征の意義 を見いだす にいたった。論者が明快 に論証 したよ

うに、遠征軍 の存在は属国をめ ぐる清仏 の関係 を危機 に陥れ、両者 の衝突 を不可避な

もの とす る最大の要因であった。本論文 は清仏戦争研究 にまった く新 しい視点 をもち

こんだのみな らず、中国の近代化 を考 える上 で、大 きな示唆 を与 えて くれ るものであ

り、高 く評価 できる。ただ、い くつか改善すべ き点 もある。ベ トナム自身の状況 につ

いても う少 し踏み込んだ記述がなされ るべ きであった こと、新彊や朝鮮 を含 む 「中華

帝国の再編」全体 を見渡 した議論がなされ るべ きであった こと、な どである。今後の

さらなる研鑛 に期待 したい。

以上、審査 した ところによ り、本論文 は博士(文 学)の 学位論文 として価値あるも

のと認められ る。なお、2013年2月19日 、調査委員三名が論文内容 とそれ に関わ る事

項について口頭試 問を行った結果、合格 と認 めた。
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